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徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
万
代
庁
舎
で
使
用
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
四
五
八
、
四
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

調
達
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

５

需
要
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
万
代
庁
舎

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

電
源
構
成
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
の
情
報
開
示
、
二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
、
未
利
用
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に
関
し
、
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す

者
で
あ
る
こ
と
。



８

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

二
の
２
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
で
、
こ
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
徳
島
県
知

事
が
定
め
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の

に
掲
げ
る
提
出
場

（一）

（二）

所
へ
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
同
期
限
ま
で
に
申
請
を

行
っ
た
場
合
で
も
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
入
札
公
告
に
係
る
入
札
参
加
資
格
が

与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

２

申
請
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

受
領
期
限

（一）

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

提
出
場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
六
）

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

五

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間
及
び
方
法

１

期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
二
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
午

後
五
時
ま
で

２

方
法

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
料
で
交
付
す
る
。

六

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
３
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
（
簡
易
書
留
郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と

し
、
提
出
期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（一）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（二）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証

（三）

明
す
る
書
類
の
写
し

２

提
出
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
県

の
休
日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
日
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。
）

３

提
出
場
所

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地



徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
子
メ
ー
ルk

a
n
z
a
i
k
a
_
e
s
h
i
n
s
e
i
@
m
a
i
l
.
p
r
e
f
.

t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
j
p

、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
八
二
八
）

４

提
出
部
数

一
部
と
す
る
。

七

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日
（
月
曜
日
）
午
後
二
時

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
入
札
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）

令
和
四
年
二
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

２

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金

額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

３

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

４

入
札
の
失
格

入
札
書
記
載
金
額
と
入
札
内
訳
書
記
載
の
合
計
額
（
税
抜
）
が
一
致
し
な
い
者
は
失
格
と
す
る
。

５

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
及
び
虚
偽
の
申

（一）
請
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
万
代
庁
舎
で
使
用
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電

気
の
入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）



他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（八）

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（九）
６

落
札
者
の
決
定
方
法

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当

該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

契
約
書
作
成
の
要
否

要

８

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

９

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

八

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ

れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、

当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
３

問
合
せ
先

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
四
）

九

S
u
m
m
ary

１
N
atu
re
an
d
q
u
an
tity
o
f
th
e
p
ro
d
u
cts
b
ein
g
p
u
rch
ased

A
m
o
u
n
t
o
f
electricity

th
at
w
ill
b
e
u
sed

b
y
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t
O
ffice.

E
stim
ated

am
o
u
n
t
o
f
E
lectric

P
o
w
er
:
3
,
4
5
8
,
4
0
0
kW
h

E
lectricity

fro
m
ren
ew
ab
le
en
ergy

u
sed
at
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral

G
o
verm

en
t
O
ffice

m
u
st
b
e
at
least

h
alf
o
f
th
e
electricity

p
ro
vid
ed
.

２
P
erio
d
fo
r
th
e
S
u
b
m
issio
n
o
f
T
en
d
ers

H
an
d
d
elivered

su
b
m
issio
n
s:F
eb
ru
ary
2
1
,
2
0
2
2
b
y
2
:0
0
p
.m
.

S
u
b
m
issio
n
s
b
y
m
ail:
M
u
st
b
e
d
elivered

b
etw
een
F
eb
ru
ary
1
,
2
0
2
2
-

F
eb
ru
ary
1
8
,
2
0
2
2
.

３
F
o
r
fu
rth
er
in
fo
rm
atio
n
,
p
lease

sen
d
all
en
q
u
iries

to
th
e
fo
llo
w
in
g
ad
d
ress

T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t

P
ro
p
erty

M
an
agem

en
t
D
ivisio

n
,
M
an
agem

en
t
S
trategies

D
ep
artm
en
t



1
-
1
B
an
d
ai-
ch
o
,
T
o
ku
sh
im
a
C
ity
7
7
0
-
8
5
7
0

T
el:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
6
4



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
六
合
同
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
、
九
三
一
、
一
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

調
達
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

５

需
要
場
所

施
設
名

所
在
地

徳
島
合
同
庁
舎

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

吉
野
川
合
同
庁
舎

吉
野
川
市
川
島
町
宮
島
七
三
六
―
一

南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎

阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
四
六

同

美
波
庁
舎

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七
番
地
一

西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

同

三
好
庁
舎

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。



６

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

電
源
構
成
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
の
情
報
開
示
、
二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
、
未
利
用
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に
関
し
、
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す

者
で
あ
る
こ
と
。

８

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

二
の
２
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
で
、
こ
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
徳
島
県
知

事
が
定
め
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の

に
掲
げ
る
提
出
場

（一）

（二）

所
へ
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
同
期
限
ま
で
に
申
請
を

行
っ
た
場
合
で
も
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
入
札
公
告
に
係
る
入
札
参
加
資
格
が

与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

２

申
請
書
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

受
領
期
限

（一）

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

提
出
場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
六
）

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

五

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間
及
び
方
法

１

期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
二
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
午

後
五
時
ま
で

２

方
法

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
料
で
交
付
す
る
。

六

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
３
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
（
簡
易
書
留
郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と

し
、
提
出
期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（一）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（二）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証

（三）
明
す
る
書
類
の
写
し

２

提
出
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
県

の
休
日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号



に
掲
げ
る
日
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。
）

３

提
出
場
所

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
子
メ
ー
ルk

a
n
z
a
i
k
a
_
e
s
h
i
n
s
e
i
@
m
a
i
l
.
p
r
e
f
.

t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
j
p

、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
八
二
八
）

４

提
出
部
数

一
部
と
す
る
。

七

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
四
年
二
月
二
十
一
日
（
月
曜
日
）
午
後
二
時
三
十
分

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
入
札
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）

令
和
四
年
二
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

２

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金

額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

３

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

４

入
札
の
失
格

入
札
書
記
載
金
額
と
入
札
内
訳
書
記
載
の
合
計
額
（
税
抜
）
が
一
致
し
な
い
者
は
失
格
と
す
る
。

５

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
及
び
虚
偽
の
申

（一）
請
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
六
合
同
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
の
入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な
く
、
入



札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（八）

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（九）
６

落
札
者
の
決
定
方
法

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当

該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

契
約
書
作
成
の
要
否

要

８

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

９

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

八

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ

れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、

当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
３

問
合
せ
先

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
四
）

九

S
u
m
m
ary

１
N
atu
re
an
d
q
u
an
tity
o
f
th
e
p
ro
d
u
cts
b
ein
g
p
u
rch
ased

A
m
o
u
n
t
o
f
electricity

th
at
w
ill
b
e
u
sed

b
y
th
e
6
C
o
m
m
o
n
B
u
ild
in
gs
o
f
th
e
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t
O
ffice.

E
stim
ated

am
o
u
n
t
o
f
E
lectric

P
o
w
er
:
1
,9
3
1
,1
0
0
kW
h

２
P
erio
d
fo
r
th
e
S
u
b
m
issio
n
o
f
T
en
d
ers

H
an
d
d
elivered

su
b
m
issio
n
s:F
eb
ru
ary
2
1
,
2
0
2
2
b
y
2
:3
0
p
.m
.

S
u
b
m
issio
n
s
b
y
m
ail:
M
u
st
b
e
d
elivered

b
etw
een
F
eb
ru
ary
1
,
2
0
2
2
-

F
eb
ru
ary
1
8
,
2
0
2
2
.



３
F
o
r
fu
rth
er
in
fo
rm
atio
n
,
p
lease

sen
d
all
en
q
u
iries

to
th
e
fo
llo
w
in
g
ad
d
ress

T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t

P
ro
p
erty

M
an
agem

en
t
D
ivisio

n
,
M
an
agem

en
t
S
trategies

D
ep
artm
en
t

1
-
1
B
an
d
ai-
ch
o
,
T
o
ku
sh
im
a
C
ity
7
7
0
-
8
5
7
0

T
el:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
6
4



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
名
称

徳
島
県
立
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
徳
島
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

徳
島
市
南
沖
洲
二
丁
目
一
番
四
五
―
六
―
一
〇
二
号

三

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
名
称

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
共
同
事
業
体

徳
島
市
東
大
工
町
一
丁
目
九
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
名
称

徳
島
県
立
阿
波
十
郎
兵
衛
屋
敷

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
阿
波
農
村
舞
台
の
会

徳
島
市
南
二
軒
屋
町
二
丁
目
三
番
三
号

三

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障
害
児
通
所

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支
援
の
種
類

年

月

日

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
ど

徳
島
市
新
南
福
島
一
丁
目
六
番

き
り
ん
教
室
こ
う
つ

吉
野
川
市
山
川
町
川
田
四
二
九

児
童
発
達
支
援

令
和
三
年
十
一

も
の
発
達
研
究
室
き
り
ん

三
号

番
地
六

放
課
後
等
デ
イ

月
一
日

サ
ー
ビ
ス

保
育
所
等
訪
問

支
援

株
式
会
社
豊
結
会

阿
南
市
那
賀
川
町
小
延
三
九
番

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

徳
島
市
八
万
町
下
福
万
三
番
地

同

同

十
二

地
三

タ
ー
Ｆ
ｏ
ｒ

Ｙ
ｏ
ｕ

一

月
一
日

―
八
万
―

合
同
会
社
光
の
風

同

富
岡
町
中
川
原
二
番
地

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

阿
南
市
那
賀
川
町
上
福
井
南
川

放
課
後
等
デ
イ

同

一
一

ル
ミ
エ
ー
ル

渕
一
三
四
―
五
五

サ
ー
ビ
ス



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
四
年

四
月
二
十
四
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
プ
ロ
パ
テ
ィ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

船
橋

啓
二

株
式
会
社

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
沖
浜
店

所
在
地

徳
島
市
沖
浜
東
三
丁
目
六
二
番
地
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

変
更
前

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

Ｍ
Ｕ
Ｌ
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

船
橋

啓
二

変
更
後

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
プ
ロ
パ
テ
ィ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

船
橋

啓
二

株
式
会
社

４

変
更
年
月
日

令
和
三
年
十
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
十
二
月
一
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
四
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当



電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
名
称

徳
島
県
立
航
空
旅
客
取
扱
施
設

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

徳
島
空
港
ビ
ル
株
式
会
社

板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
朝
日
野
一
六
番
地
二

三

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
名
称

徳
島
県
立
牟
岐
少
年
自
然
の
家

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

岡
田
企
画
株
式
会
社

徳
島
市
一
番
町
三
丁
目
一
六
番
地
の
三

三

指
定
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
郷
社
本
三
〇

令

和

三

年

さ

と

う

忠

良

後

援

会

佐

藤

忠

良

渋

谷

久

五－

一

十

一

月

十

一

日

令

和

三

年

比
嘉
奈
津
美
徳
島
県
後
援
会

大

西

和

久

柴

田

享

徳
島
市
北
田
宮
一
丁
目
八
番
六
五
号

十

一

月

十

九

日

令

和

三

年

山

田

宏

徳

島

県

後

援

会

大

西

和

久

柴

田

享

徳
島
市
北
田
宮
一
丁
目
八
番
六
五
号

十

一

月

十

九

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

立

憲

民

主

党

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

中

野

真

由

美

湯

浅

秀

幸

日

下

佳

子

徳

島
県
第
２

区

総
支
部

氏
名

十

一

月

三

十

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

令

和

三

年

遠

藤

彰

良

後

援

会

皆

本

一

雄

代
表
者
の
氏
名

皆

本

一

雄

黒

坂

義

男

十
一
月
二
十
二
日

主
た
る
事
務
所
の

令

和

三

年

三

木

と

お

る

後

援

会

森

秀

司

徳
島
市
問
屋
町
二
九
番
地

徳
島
市
問
屋
町
一
四
番
地

所
在
地

十
一
月
二
十
四
日

主
た
る
事
務
所
の

阿
南
市
新
野
町
西
光
寺
二
一
三

阿
南
市
新
野
町
片
山
一
六
番
地

令

和

三

年

金

久

博

後

援

会

金

久

博

所
在
地

番
地
一

二

十

二

月

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

徳

島

創

生

フ

ォ

ー

ラ

ム

前

田

道

裕

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

資
金
管
理
団
体
の
届

資

金

管

理

団

体

の

名

称

取
消
年
月
日

出
を
し
た
者
の
氏
名

令

和

三

年

森

本

尚

樹

も

り

も

と

尚

樹

後

援

会

十

月

五

日



職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。
別
表
第
二
の
十
二
の
二
中
「
六
日
」
の
下
に
「
（
体
外
受
精
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
不
妊
治
療

を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳島県公安委員会規則第12号

徳島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年12月24日

徳島県公安委員会委員長 齋 藤 恒 範

徳島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

徳島県道路交通法施行細則（昭和47年徳島県公安委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第16条を次のように改める。

第16条 削除

第28条第１項第１号ア中「規定する講習」の次に「（以下「安全運転管理者等講習」と

いう。）」を加え，同項第３号を次のように改める。

(3) 講習終了証書の交付

ア 安全運転管理者等講習を受講した者には，別記様式第15号の16の安全運転管理者

等講習終了証書を交付するものとする。

イ 自転車運転者講習を受講した者には，別記様式第15号の17の自転車運転者講習終

了証書を交付するものとする。

別記様式第５号を次のように改める。



別記様式第５号（第15条関係）

安全運転管理者を（選任・解任  届出者（法人の名称・代表者）の住所・氏名
したので

・届出事項を変更）  住　所    

　届け出ます。  氏　名
（電話　　　　　　　）

      　　　　年　   月　  　日

(ふりがな)　

　　　

　 生年月日 　 1  官公署    2  公社等    3  農業

　 4  林業      5  漁業      6  鉱業

（年齢） 　 7  建設業    8  製造業    9 卸･小売業

3 10  不動産業      11  金融保険業 

1 12  運輸業　      13  電気ガス業

14  通信業  　    15  サービス業

16  その他(                )

大 小

　　　 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型

中 軽 中 軽 特 特

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 (実数) (実数)

( ) ( )

準

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種

　

備考 １　届出者は，※欄には記入しないこと。

２　選任の届出書には，次の書類を添付すること。

 (1)　運転免許証の写し，戸籍抄本又は住民票の写し　いずれか１通

 (2)　運転管理に関する証明書　１通

　れに替えることができる。　

　ぞれ０．５台として計算し，（　）にその実数を記入すること。

  レ印をいれること。

徳島県警察ホームページへの事業所名等の登載　 □承諾する　□承諾しない

 (3)　運転記録証明書 １通

自　・　・　至　・　・　

自　・　・　至　・　・　
解任事由

前
安
全
運
転
管
理
者

解任年月日

1 死亡  　 2 退職  　 3 転任

自　・　・　至　・　・　 4 解任命令   5 その他（ 　 　）

氏  　名
自　・　・　至　・　・　

自　・　・　至　・　・　

の勤務の態様　 副安全運転管

勤　　務　　期　　間

理 者 の 有 無
 

安
全
運
転
管
理
者
の
略
歴

       年　　　月　　　　日

安全運転管理者 者

普

自

二

中交付公安委員会

勤 務

免
許
種
別

専
従

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

自
動
車
台
数

乗 用

運

あり（　 　名）　なし
数

勤務所名 職名

予
備

安全運転管理者
免 許 番 号

が運転免許を持

っている場合　
交 付 年 月 日

普
通
二
輪

計

(実数)

(  )

　 普通 大 特

計

中型

大
型
二
輪

小

特

大

自

二

免 許 の 種 類

免 許 年 月 日

日勤・隔日・その他（　　）
転

大型

職務上の地位

資　　 　　格
    年   月    日（    歳）

業種別
要　　 　　件

運転の管理経験

2  公安委員会の教習 公安委員会

貨 物

安  全  運  転
管 理 者 氏 名 位　置

２年以上    修了者で１年以上  の認定

３　添付書類のうち「運転管理に関する証明書」は，「安全運転管理者の略歴」欄を記入することでこ

４　大型二輪及び普通二輪の台数を計算する場合においては，大型二輪１台又は普通二輪１台は，それ

５　徳島県警察ホームページに事業所名及び住所（字名まで）を搭載することについて，該当する□に

※ 整 理 番 号

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

   　   年　    月　    日

徳島県公安委員会 殿

選 任 年 月 日

使

用

の

本

拠

名　称



別記様式第６号を次のように改める。



別記様式第６号（第15条関係）

副安全運転管理者を（選任・解任  届出者（法人の名称・代表者）の住所・氏名
したので

 住　所    

 氏　名

大 小

　　　 大 中 準 普 大 中 準 普 型 型

中 軽 中 軽 特 特

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 (実数) (実数)

( ) ( )

準 小

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種 特

　

備考 １　届出者は，※欄には記入しないこと。

２　選任の届出書には，次の書類を添付すること。

 (1)　運転免許証の写し，戸籍抄本又は住民票の写し　いずれか１通

 (2)　運転管理に関する証明書　１通

 (3)　運転記録証明書　１通
 ３　添付書類のうち「運転管理に関する証明書」は，「副安全運転管理者の略歴」欄を記入することでこ

　れに替えることができる。　
 ４　大型二輪及び普通二輪の台数を計算する場合においては，大型二輪１台又は普通二輪１台は，それぞ

　れ０．５台として計算し，（　）にその実数を記入すること。
 ５　徳島県警察ホームページに事業所名及び住所（字名まで）を搭載することについて，該当する□にレ

　印をいれること。

徳島県警察ホームページへの事業所名等の登載　 □承諾する　□承諾しない

計

8 製造業　9 卸・小売業　10 不動産業

15 サービス業 　16 その他（　　　　　）

業種別

名　称

位　置

4 林業　5 漁業　 6 鉱業　7 建設業　 
    年   月    日（    歳）

(ふりがな)　

自　・　・　至　・　・　

安全運転管

理者の氏名

1 官公署　　2 公社等   3 農業　

使

用

の

本

拠 13 電気ガス業 　14 通信業 

      　　年　   月　  　日

 の認定　　　

者の勤務の態様

副
安
全
運
転
管
理
者
の
略
歴 自　・　・　至　・　・　

自　・　・　至　・　・　

自　・　・　至　・　・　

自　・　・　至　・　・　

前
副
安
全
運
転
管
理
者

免 許 の 種 類

氏　　　 名

者

交 付 年 月 日

大
型
二
輪

※ 整 理 番 号

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

   　   年　    月　    日

・届出事項を変更）

　　　 　（電話                　　）

 公安委員会

自
動
車
台
数

貨 物

副安全運転管理

 届け出ます。

選 任 年 月 日

普
通
二
輪
(実数)

計

免 許 年 月 日

乗 用

資　　　　格

運転の管理経験

（年齢）

副安全運転管理

運転の経験期間

者が運転免許を

要　　　　件

勤 務 日勤・隔日・その他（　　）

職務上の地位

副 安 全 運 転
管 理 者 氏 名

職名

生年月日

3

勤務所名

補助者の有無

持っている場合

備

普

自

二

中

(  )

11 金融保険業 　12 運輸業

別　

専

2

大

自

二

普通

免 許 番 号

大 特

１年以上　　　

転

運
交付公安委員会

許

３年以上

種

1

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

従

予

数

　

あり（　 　名）　なし

勤　　務　　期　　間

徳島県公安委員会 殿

中型大型免

1 死亡   　2 退職 　  3 転任

       年　　　月　　　　日解任年月日

解 任 事 由
4 解任命令   5 その他（　   ）



別記様式第７号を次のように改める。

別記様式第７号 削除

別記様式第７号の２を削る。

別記様式第15号の16を別記様式第15号の17とし，別記様式第15号の15の次に次の１様式

を加える。



様式第15号の16（第28条関係）

安全運転管理者等講習終了証書

署別・整理番号

事業所名

受 講 者 殿

道路交通法第108条の２第１項第１号の規定に基づく

安全運転管理者等の講習を終了したことを証する。

年 月 日

徳島県公安委員会 印



附 則

（施行期日）

１ この規則は，令和４年１月４日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の徳島県道路交通法施

行細則（以下「改正前の規則」という。）別記様式第５号による安全運転管理者に関す

る届出書及び別記様式第６号による副安全運転管理者に関する届出書は，それぞれこの

規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則別記様式第５号による安全運転管理者に

関する届出書及び別記様式第６号による副安全運転管理者に関する届出書とみなす。

３ 改正前の規則別記様式第５号による安全運転管理者に関する届出書及び別記様式第６

号による副安全運転管理者に関する届出書は，当分の間，所要の調整をしてこれを使用

することができる。



徳
島
県
議
会
規
則
第
二
号

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

徳
島
県
議
会
議
長

岩

丸

正

史

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
徳
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
百
三
十
条
」
の
下
に
「
・
第
百
三
十
一
条
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
五
条
中
「
印
刷
し
て
、
」
を
削
る
。

第
百
三
十
条
を
第
百
三
十
一
条
と
し
、
第
十
八
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
配
布
に
代
わ
る
措
置
）

第
百
三
十
条

議
長
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
配
布
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
文
書
及
び
議
長
が
配
布
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
文
書
を
議
員
等
が
閲
覧
で
き
る
状
態
に
置
く
措

置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
配
布
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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